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第９章 ⽴地適正化計画の推進 

第９章 立地適正化計画の推進          

１ 誘導施策                           

（１）誘導施策の設定方針                         

第３章で⽰した将来都市構造の実現に向けた誘導⽅針に基づき、都市機能誘導、居住誘
導、公共交通の観点から、誘導施策の設定⽅針を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境の維持・充実 

都市機能施設の連携・機能分担を⽀える公共交通等の維持・充実 

●コミュニティ拠点における都市機能施設の維持・充実 
・誘導区域外の拠点における都市機能施設の維持・充実や機能集約により利便

性の維持・向上を図る。 

●既存集落の維持・充実 
・農地の維持・保全の担い⼿である既存集落のコミュニティの維持・充実を図る。 

●⾃転⾞利⽤環境の向上 
・⾃動⾞以外の⾝近な交通⼿段であり、観光振興にも活⽤が期待される⾃転⾞利⽤

の促進を図る。 

●公共交通等のネットワークの維持・充実 
・⾃動⾞に過度に依存しない交通体系の構築に向けて、公共交通の維持・充実を図

る。 

●中⼼拠点・地域拠点における拠点性の向上 
・⽯岡駅市街地、柿岡市街地、⾼浜駅周辺及び南台・東⽯岡周辺の求⼼⼒向上

により、都市機能施設の充実や質の向上を図る。 

地域特性に応じた都市機能施設の維持・誘導による拠点性の向上 
【都市機能誘導の観点】 

【居住誘導の観点】 

●誘導区域への居住誘導と⽥園空間の活⼒維持の両⽴ 
・「都市部と⽥園空間との連携・機能分担」の具体化として、誘導区域へ移住を⾏っ

た住⺠を対象とした⽥園空間でのレクリエーション体験、移住促進を図る移住コ
ーディネーターの設置などの取組みを⽬指す。 

【公共交通の観点】 

●利便性の⾼い居住誘導区域への⼈⼝誘導 
・⼈⼝減少下においても住⺠の⽣活利便性を維持する観点から、都市機能や交通利

便性の⾼い箇所への⼈⼝誘導を⽬指す。 

●適正な⼟地利⽤の推進 
・無秩序な市街地拡⼤を抑制し、良好な⽥園空間を維持・保全することで、メリハ

リある⼟地利⽤を⽬指す。 
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（２）都市機能誘導に係る施策                       

誘導施策の設定⽅針に基づき、都市機能誘導に係る施策を以下のとおり定めます。 
 
【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

施策① 複合⽂化施設整備事業の推進 
施策の 
概要 

●複合⽂化施設整備事業による新たなにぎわいの拠点づくり 
・本市の中⼼拠点としての質や拠点性の向上のため、市の新たな顔として中⼼市街

地のイメージアップに貢献するとともに、⽂化芸術を通じて⼈や地域との交流や
にぎわいを創出する拠点を⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
・ホール機能のほか必要とされる機能を取り⼊れた施設を整備します。 

●中⼼拠点・地域拠点に 
おける拠点性の向上 

④中⼼市街地活性化の推進 

南台・
東⽯岡
周辺 

⾼浜駅
周辺 

⑤病院等の⽴地や若い世代が楽しめる 
空間の充実 

①複合⽂化施設整備事業の推進 

【⽬指すべき施設の⽅向性】 
⽂化芸術の拠点であるとともに⼈々が集う交流拠点 

・市の⽂化芸術に関する情報発信の拠点 
・市⺠の憩いの場所や若い⼈たちが集う場所 
・多世代が交流するための施設 

●コミュニティ拠点に 
おける都市機能施設 
の維持・充実 

⑧公共施設等の更新機会を捉えた、コミュニティ 
拠点への機能集約・集積 

⑥スポーツや⽂化・歴史を楽しめる拠点 
の形成 

⑦⼋郷総合⽀所複合施設の有効活⽤ 柿岡 
市街地 

⽯岡 
市街地 

地域特性に応じた都市機能施設の維持・誘導による拠点性の向上 

②⽯岡駅周辺整備事業 

③⼦育て⽀援機能を持たせた施設の設置 

⑨いばらきフラワーパークを核とした観光拠点の 
形成や茅葺き屋根などの古⺠家を活⽤した⼩さな 
拠点の形成 



 

91 

第９章 ⽴地適正化計画の推進 

●質の⾼い市⺠サービスの提供 
・前ページの施設整備や各種機能の導⼊に当たっては、旧市⺠会館が担ってきたホ

ールや会議室などの機能を引き継ぐとともに、新たな機能を加えることにより市
⺠サービスの向上を⽬指します。 

 
《事例》⼤和市⽂化創造拠点シリウス（鉄道駅周辺） 
・公⺠館、図書館、芸術⽂化ホール、屋内こども広場等による⽂化複合施設 
・運営は図書館流通センターやボーネルンド、⼩学館集英社プロダクション等の6

社からなる共同企業体が指定管理を⾏い、⺠間事業者がそれぞれの得意分野をい
かして質の⾼いサービス提供を⾏っている。 

 
 
 
 

出典：大和市文化創造拠点シリウス HP 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
 

施策② ⽯岡駅周辺整備事業 
施策の 
概要 

・⽯岡駅周辺の都市機能の再配置を⾏うとともに、バスターミナル整備等の機能拡
充を図ることで、「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを推進
し、地域に根ざした⽣活基盤の維持や地域コミュニティの増進機能を強化するこ
とで、暮らしやすさを実感できるまちの実現を図ります。 

 
・⽯岡駅⻄⼝交流施設整備︓⽯岡駅⻄⼝前の既存施

設を改修し、学⽣や市⺠、駅利⽤者の学習スペー
スやミニ図書館等の機能を有する多世代交流施
設として整備することで駅周辺の活性化を図り
ます。また、同施設内にロッカーや簡易シャワー
施設等を備えたサイクルステーションを整備
し、まちなか周遊の拠点とします。 

 
・⽯岡駅東⼝都市公園整備︓BRT 専⽤駅前

広場に隣接している未利⽤地を都市公園
として整備することで、⼦育て⽀援や憩
いの場としての機能を持たせ、駅周辺の
にぎわい創出を図ります。 

・また、地域内の未利⽤地をポケットパー
クとして整備し、まちなか周遊等の休憩
所として活⽤することで、駅周辺の活性
化に寄与するとともに、多世代が暮らしやすいまちの機能拡充を図ります。 
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・BRT 専⽤駅前広場整備︓地域内外の都市機能施設にアクセスしやすい公共交通
環境を図るため、バス利⽤者が分かりやすく乗⾞や乗継ができるよう、バス乗降
場の集約やバス待合所の整備を⾏い、利便性向上を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
・⽯岡ステーションパーク整備︓バス路線の集約に伴う、既存バスロータリー（⽯

岡ステーションパーク 1 階）部分の有効活⽤として、イベントスペース等の市⺠
の集う場所として整備、改修を⾏います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
 

施策③ ⼦育て⽀援機能を持たせた施設の設置 
施策の 
概要 

・本市の⼦育て⽀援施設として、保育施設や⼦育てサークル等により親⼦や地域の
⼈々が集まり交流できる機能、育児相談等の機能を有し、周辺地域に安⼼や活⼒
を与えられる機能を有する施設の設置を⽬指します。 

《事例》北秋⽥市⼦育て世代⽀援スペース ねまーる広場 
（北秋⽥市⺠ふれあいプラザ１階） 
・⼦どもと家族の遊びの場、保護者同⼠の交流・情報交換の場、授乳や休憩等を⽬

的としたスペースとなっており、スペース内には、元保育⼠や⼦育て経験者のス
タッフが常駐している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
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施策④ 中⼼市街地活性化の推進 
施策の 
概要 

・駅直結型の飲⾷店舗「かんばん横丁」の運営を⽀援するほか、中⼼市街地内空き
店舗を活⽤する新規創業者へ店舗改装費等を重点補助し、⽯岡駅周辺の商業機能
向上を図ります。また、商業団体等が⾼校⽣や地元事業者、⽂化団体等と協⼒し
て開催するイベントを⽀援し、多様な⼈材が中⼼市街地で活動する場づくりを進
めるほか、市・観光協会・商店街・NPO 団体等による情報発信を⾏うことで、市
内外からの来訪機会を⾼め、中⼼市街地の更なる魅⼒度向上を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
 

施策⑤ 病院等の⽴地や若い世代が楽しめる空間の充実 
施策の 
概要 

●⼦育て環境充実に向けた病院や児童センター等の⽴地 
・20〜30 代の若い世代が多い特性を踏まえ、⼦育て環境の充実のため、病院や診

療所の⽴地や、公共施設等総合管理計画等との連携を図りつつ、公共施設や児童
センター等の本地域への集約や⽴地を⽬指します。 

●若い世代が楽しめる空間の充実に向けた公園の活⽤検討 
・⽯岡運動公園内での BMX やスケボーパーク等のストリートスポーツの機能導⼊

の検討や、周辺の都市公園等を活⽤したプレーパーク化による遊び環境の充実
等、若い世代や親⼦で楽しめる空間の充実に向けた公園の活⽤を⽬指します。 

《事例》四万⼗市安並運動公園スケートパーク（市街地近郊） 
・地元スケートボーダーの熱⼼な要望により実現

したもので、運動公園内の敷地約 1,200 ㎡を活
⽤して、市内初のスケボーパークを整備した。 

・イベントや⼤会等により、若⼿スケートボーダ
ーが集まる場所としての利⽤が期待される。 

 

《事例》川崎市⼦ども夢パーク（鉄道駅周辺） 
・できるだけ禁⽌事項をなくし、⼦どもが⾃分の責

任で⾃由に遊べるプレーパーク（冒険遊び場）と
なっており、NPO によって運営されている。 

・遊び場には、環境づくりや⾒守りを⾏う⼤⼈とし
て、プレーリーダーが配置されている。 

対象地区 都市機能誘導区域（南台・東⽯岡周辺） 
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施策⑥ スポーツや⽂化・歴史を楽しめる拠点の形成 
施策の 
概要 

●スポーツ施設機能の充実 
・城南中学校跡地を活⽤した拠点形成に当たっては、城南スポーツ交流施設と

して体育館・グラウンドの利⽤促進と維持管理・整備を継続的に進めるとと
もに、駅に近接する⽴地を活かした更なる機能の導⼊を検討します。 

●歴史的資産をいかした施策の検討 
・⾼浜からの霞ヶ浦や筑波⼭の眺望・

景観や、近接する⾈塚⼭古墳・府中
愛宕⼭古墳・⾼浜神社等の歴史遺産
が多く残る⽴地をいかして、⽂化・
歴史等に触れることができる施策を
検討します。 

 
対象地区 都市機能誘導区域（⾼浜駅周辺） 

 

施策⑦ ⼋郷総合⽀所複合施設の有効活⽤ 
施策の 
概要 

・市役所新庁舎への議会機能移転による⼋郷総合⽀所の余剰スペース等を活⽤し
た複合化を⾏う等、⽀所の有効活⽤を図ります。 

・周辺の都市機能施設の更新に合わせ、⽀所周辺への都市機能施設の集約や、公共
交通の結節点及び待合スペースの整備を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

対象地区 都市機能誘導区域（柿岡市街地） 
 

施策⑧ 公共施設等の更新機会を捉えた、コミュニティ拠点への機能集約・集積 
施策の 
概要 

・集落の⼈⼝減少下においてコミュニティ拠点の機能を維持するには、個々の機能
による⼩さな需要をつなぎ合わせて、相乗効果により拠点内の利⽤者を⼀定程度
維持・確保することが求められます。 

・コミュニティ拠点内やその周辺に⽴地する公共施設の更新と合わせて、周辺の公
共施設や⽇常の暮らしを⽀える機能等について機能の集約・集積を検討しながら、
複合機能を有する施設としての更新を⽬指します。 

対象地区 コミュニティ拠点 
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施策⑨ いばらきフラワーパークを核とした観光拠点の形成や茅葺き屋根などの古⺠家を活
⽤した⼩さな拠点の形成 

施策の 
概要 

・2021（令和３）年４⽉にリニューアルオープンした「いばらきフラワーパーク」
を中⼼に、周辺の施設や事業者と連携を強化することで観光客の誘客と広域周遊
観光の振興を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・⺠間事業者や⼤学との官⺠学連携により、 

⼋郷地域に多い茅葺き屋根などの古⺠家 
を活⽤した、住⺠間の交流や災害時の避 
難等に活⽤できる⼩さな拠点の実現化を 
⽬指します。 

 
 
 
●⼩さな拠点を⾃動運転の実証運⾏の場として活⽤ 
・上記の⼩さな拠点形成に当たって、集落と拠点間のアクセス⼿段として⾃動運転 

の導⼊を想定し、当該拠点を⾃動運転の実証運⾏の場として活⽤することを⽬指 
します。 

対象地区 コミュニティ拠点周辺（⼋郷都市計画区域） 
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●誘導区域への居住誘導
と⽥園空間の活⼒維持
の両⽴ 

（３）居住誘導に係る施策                         

誘導施策の設定⽅針に基づき、居住誘導に係る施策を以下のとおり定めます。 
 
【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【施策の内容】 

施策① 交通や⽣活利便性の⾼いまちなかへの居住・住替え促進 
施策の 
概要 

●住まいに係る助成制度の活⽤ 
・本市で実施している「住まいづくり推進事業」、「⽊の住まい助成事業」、「⼦育て

世帯家賃助成事業」、「新婚世帯家賃助成事業」等の既存の住まいに係る助成制度
を活⽤しつつ、地域の不動産・住宅事業者や⾦融機関等と連携を図りながら、交
通利便性や⽣活利便性の⾼い誘導区域への居住や住替えを促進します。 

●空き家の活⽤に係る情報提供 
・住替え前の住宅や誘導区域内の

空き家の有効活⽤に向けて、「空
き家バンク制度」や「マイホー
ム借り上げ制度」等の既存の制
度を活⽤しつつ、空き家の活⽤
に係る情報提供を⾏い、市場へ
の流通を⽀援します。 

 
 

出典：（一社）移住・住みかえ支援機構 HP 
対象地区 市全域 

 

 

●利便性の⾼い居住誘導 
区域への⼈⼝誘導 

①交通や⽣活利便性の⾼いまちなかへ 
の居住・住替え促進 市全域 

BRT 
沿線 

②関係団体との連携による BRT 沿線 
まちづくりの検討 

●適正な⼟地利⽤の推進 ④特定⽤途制限地域の適切な運⽤ 

⑤誘導区域への居住誘導につながる仕組みの検
討 

多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境の維持・充実 

⑥区域指定制度の適切な運⽤ ●既存集落の維持・充実 

中⼼ 
市街地 ③中⼼市街地への居住・住替え促進 
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施策② 関係団体との連携による BRT 沿線まちづくりの検討 
施策の 
概要 

・本市の BRT 沿線でのイメージ向上や BRT ⾃体の利⽤促進、沿線への居住誘導に
向けて、⼩美⽟市や関東鉄道と連携した BRT 沿線での観光振興、イベント開催、
居住地の PR 等により、地域内外からの利⽤者を増やす取組み等を図ります。 

《事例》河内⻑野市の南海電鉄との連携による沿線まちづくり 
・2011（平成23）年に河内⻑野市と南海電鉄とでまちづくり、教育・⼦育て⽀

援、定住・転⼊の促進、観光振興の分野で基本協定を結び、取組みを展開 
・2023(令和5)年には、引越し

や移住を考えている⼈を対
象として、河内⻑野市の魅⼒
を体験してもらうとともに、
沿線の定住⼈⼝の増加を⽬
指した「まちの参観⽇in河内
⻑野」を実施 

出典：河内長野市HP 

対象地区 居住誘導区域（主に BRT 沿線） 
 

施策③ 中⼼市街地への居住・住替え促進 
施策の 
概要 

●住まいに係る助成制度の中⼼市街地での上乗せ助成の活⽤ 
・本市では、「住まいづくり推進事業」、「⽊の住まい助成事業」といった既存の住

まいに係る助成制度について、中⼼市街地での上乗せ助成を⾏っています。 
・当該助成制度を引続き活⽤しながら、市全体と⽐べて⾼齢化が進⾏する中⼼市街

地における住⺠の多世代循環に向けて、中⼼市街地への居住や住替えを促進しま
す。 

●賃貸住宅ストック活⽤事業の活⽤ 
・中⼼市街地内にある⺠間の賃貸住宅ストックに対し、⼀定条件を満たす世帯に対

し、家賃補助を⾏う「賃貸住宅ストック活⽤事業」を引続き活⽤し、中⼼市街地
への居住や住替えを促進します。 

対象地区 居住誘導区域（中⼼市街地） 
 

施策④ 特定⽤途制限地域の適切な運⽤ 
施策の 
概要 

・⼋郷都市計画区域では、⽤途⽩地地域における適切な開発の誘導・抑制のため、
全域に⼀定の⽤途の建築物の建築を制限する特定⽤途制限地域を指定していま
す。現状では、当該規制によりおおむね適切な開発コントロールがなされており、
今後とも当該制度の適切な運⽤を図りつつ、既存集落以外に無秩序な開発が⾏わ
れていないか、引続き注視していきます。 

対象地区 ⼋郷都市計画区域の⽤途⽩地地域 
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施策⑤ 誘導区域への居住誘導につながる仕組みの検討 
施策の 
概要 

●「都市部と⽥園空間の連携・機能分担」を具体化した施策の検討 
・本計画で⽬指す「都市部と⽥園空間との連携・機能分担により、魅⼒ある居住地

として選ばれる⼀体的なまちづくり」の実現には、誘導区域への居住誘導と誘導
区域外の農林業の活性化の両⽴が望ましいと考えられます。 

・上記を具体化する施策として、市外からの移住や誘導区域外からの住替えといっ
た、誘導区域への居住誘導により、誘導区域外（特に⼋郷地域）の農林業を体験
できる仕組みづくりを⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
●移住者と地元の市⺠・団体等をつなぐ移住コーディネーターの設置 
・移住者・移住希望者からの相談対応として、市内コーディネート、移住定住に関

するイベント等への参加・協⼒を⾏う移住コーディネーターを設置し、移住希望
者の個別ニーズに対応できるようにします。 

対象地区 市全域 
 

施策⑥ 区域指定制度の適切な運⽤ 
施策の 
概要 

・⽯岡都市計画区域では、既存集落の⽣活利便性向上や活⼒維持を図るため、市街
化調整区域の⼟地利⽤制限を⼀部緩和し、⼀定の建築物を建てることができる
「区域指定制度」を導⼊しています。 

・現状では、当該制度により農地転⽤や建物の新築がおおむね指定区域内に誘導さ
れ、既存集落の⼈⼝維持に⼀定の効果がみられます。今後とも当該制度の適切な
運⽤を図りつつ、無秩序な市街地拡⼤につながることのないよう、引続き注視し
ていきます。 

対象地区 ⽯岡都市計画区域の市街化調整区域 
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（４）公共交通に係る施策                      

誘導施策の設定⽅針に基づき、公共交通に係る施策を以下のとおり定めます。 
 
【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

施策① 地域公共交通計画に基づく公共交通の再編や乗継拠点の整備 
施策の 
概要 

●地域公共交通計画に基づく公共交通網の⾒直し 
・拠点間のネットワーク強化や公共交通空⽩地域の解消、特に⼋郷地域での東⻄⽅

向での公共交通⼿段や、集落とコミュニティ拠点間のネットワーク充実に向け
て、地域公共交通計画に基づき、公共交通網の⾒直しを進めます。 

●⽯岡駅周辺等での公共交通の乗継拠点の整備 
・他の交通⼿段との乗継ぎをスムーズにするため、⽯岡駅周辺、柿岡市街地での公

共交通の乗継拠点の整備を図ります。 
対象地区 市全域／⽯岡駅周辺／柿岡市街地 

 

施策② 公共交通の利⽤促進 
施策の 
概要 

・BRT をいかした沿線のまちづくりを進めるため、⼩美⽟市や関東鉄道とも連携
しながら、BRT の利⽤促進に向けた取組みを図ります。 

・運転免許を返納した⾼齢者に対する公共交通利⽤の優遇制度の検討を図ります。 
対象地区 市全域 

 

施策③ 集落間や拠点間の利便性を⾼める交通⼿段の充実 
施策の 
概要 

●バスや乗合いタクシーサービスの維持・充実 
・集落間や拠点間をネットワークする交通⼿段として、路線バスや乗合いタクシー

サービスの維持・充実に努めます。 
●グリーンスローモビリティによる移動⽀援サービスの導⼊検討 
・中⼼拠点・地域拠点の利便性を⾼めるため、拠点内をネットワークする新たな交

通⼿段として、グリーンスローモビリティ（低速の⼩型 EV ⾞両）による移動⽀

③集落間や拠点間の利便性を⾼める交通⼿段 
の充実 

都市機能施設の連携・機能分担を⽀える公共交通等の維持・充実 

⑤⾃転⾞の利⽤環境の向上や観光振興への活⽤ ●⾃転⾞利⽤環境の向上 

②公共交通の利⽤促進 

①地域公共交通計画に基づく公共交通の再編や 
乗継拠点の整備 

●公共交通等のネットワ 
ークの維持・充実 

④⾼浜駅周辺まちづくりの検討 
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援サービスの実証実験を⾏い、実現化に向けた検討を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象地区 市全域 
 

施策④ ⾼浜駅周辺まちづくりの検討 
施策の 
概要 

・地域拠点である⾼浜駅周辺の利便性向上を⽬
指して、駅周辺のまちづくり⽅針を検討する
とともに、⾼浜駅・駅前広場の整備を進め、
⽇常の暮らしを⽀える拠点づくりを⾏いま
す。 

 
 

対象地区 都市機能誘導区域（⾼浜駅周辺） 
 

施策⑤ ⾃転⾞の利⽤環境の向上や観光振興への活⽤ 
施策の 
概要 

●りんりんタウン構想に基づく取組みの推進 
・⾃動⾞や公共交通以外の⾝近な交通⼿段であり、環境にやさしく健康づくりにも

役⽴つ⾃転⾞の利⽤を促すため、りんりんタウン構想に基づく取組みを推進し、
暮らしの中での⾃転⾞の利⽤環境の向上や観光振興への活⽤を図ります。 

●サイクル＆ライドに向けた駐輪場整備の検討 
・⾃宅等から⾃転⾞で最寄りのバス停までアクセスできるサイクル＆ライドの推
進に向けて、バス停に駐輪場の整備を図ります。 

●拠点整備に当たってのサイクルステーション整備の検討 
・⽯岡駅や⾼浜駅等での拠点整備に当たり、市⺠や市外からのサイクリストの双⽅

の利⽤が⾒込まれるよう、サイクリストの休憩や公共交通との乗継ぎ等に資する
サイクルステーションの整備を図ります。 

《事例》⼟浦市プレイアトレ⼟浦（鉄道駅施設内） 
・JR ⼟浦駅直結の⾃転⾞関連施設で、レンタサイク

ルやシャワー室、ロッカー、更⾐室等を備えたサ
イクルステーションをはじめ、サイクルショップ
や⼈気の海外ブランド「ビアンキ」とのコラボレ
ーションによるサイクルカフェ等が整備され、若
い世代でも楽しめるお洒落な空間となっている。 

対象地区 市全域／都市機能誘導区域（⽯岡市街地、⾼浜駅周辺） 
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２ 届出制度                           

（１）居住誘導区域外における届出                       

居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するため、都市再⽣特別措置法第88条
の規定に基づき、居住誘導区域外で⼀定規模以上の開発⾏為や建築等⾏為を⾏う場合は、
市⻑への届出が必要になります。 

届出の対象となる⾏為は、以下のとおりです。 
 

＜対象となる区域＞ 
・都市計画区域内における居住誘導区域外の区域 

 
＜対象となる⾏為＞ 

○開発⾏為 
・３⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為 
・１⼾⼜は２⼾の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 
・住宅以外で、⼈の居住の⽤に供する建築物として条例で定めたものの建築⽬的で⾏

う開発⾏為 
 
○建築等⾏為 
 ・３⼾以上の住宅を新築しようとする場合 

・⼈の居住の⽤に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 
・建築物を改築し、⼜は建築物の⽤途を変更して住宅等とする場合 

 
＜届出の時期＞ 

・対象となる開発⾏為等に着⼿する 30 ⽇前まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図：開発行為・建築等行為の例 

出典：国土交通省 HP 



 

102 

⽯岡市⽴地適正化計画 

（２）都市機能誘導区域外等における届出                   

都市機能誘導区域外等における誘導施設の整備の動きを把握するため、都市再⽣特別措
置法第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外等で誘導施設を有する建築物の開発⾏
為や開発⾏為以外を⾏う場合は、市⻑への届出が必要になります。 

届出の対象となる⾏為は、以下のとおりです。 

 
＜対象となる区域＞ 

・都市計画区域内における都市機能誘導区域外の区域及び誘導施設の位置付けが異なる
都市機能誘導区域 

 
＜対象となる⾏為＞ 

○開発⾏為 
 ・誘導施設を有する建築物の建築⽬的の開発⾏為を⾏おうとする場合 
 
○開発⾏為以外 
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 
・建築物の⽤途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

 
＜届出の時期＞ 

・対象となる開発⾏為等に着⼿する 30 ⽇前まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：誘導施設に係る届出のイメージ 

誘導施設に設定されている

病院が都市機能誘導区域外

に立地する場合は、届出が

必要 

都市機能誘導区域内だが、

病院が誘導施設に該当しな

い場合は、届出が必要 

都市機能誘導区域内で、誘

導施設に該当している場合

は、届出が不要 

出典：国土交通省 HP 
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（３）誘導施設の休廃止に係る届出                      

市町村が既存建物・設備の有効活⽤など機能維持に向けて⼿を打てる機会を確保するた
めに、都市再⽣特別措置法第108条の2の規定に基づき、誘導施設を休⽌⼜は廃⽌しようと
する場合は、市⻑への届出が必要になります。 

届出の対象となる⾏為は、以下のとおりです。 
 

＜対象となる区域＞ 
・都市機能誘導区域 

 
＜対象となる⾏為＞ 

・誘導施設の休⽌⼜は廃⽌ 
 

＜届出の時期＞ 
・誘導施設の休⽌⼜は廃⽌する⽇の 30 ⽇前まで 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図：誘導施設の休廃止に係る届出のイメージ 

出典：国土交通省 HP 





 

 

 


